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地場産品直販所（かっぱ市）増築工事設計委託業務 特記仕様書  

（実施設計） 

 

 

Ⅰ 実施主体 

 

 １．実施主体     芸西村 

            〒７８１‐５７９２ 

            高知県安芸郡芸西村和食甲１２６２番地 

 

 ２．担 当 課     芸西村企画振興課 

            〒７８１‐５７９２ 

            高知県安芸郡芸西村和食甲１２６２番地 

            ☎０８８７‐３３‐２１１４ Fax０８８７‐３３‐４０３５ 

 

Ⅱ 建設概要 

 

 １．業務名称     地場産品直販所（かっぱ市）増築工事設計委託業務 

 ２．施設名称     地場産品直販所 

 ３．施設場所     高知県安芸郡芸西村和食甲452番地1 

 ４．設計与条件 

  （１）敷地・規制・建設スケジュールの条件 

ａ.敷地面積（259.604㎡） 

     ｂ.建築条件・その他規制 

都市計画区域外 

ｃ.建設スケジュール 

  令和7年度 設計４月～７月、 

  令和7年度 9月～３月改修工事 

   

  （２）施設の概要 

     ａ.施設の延べ面積（ 延べ面積：239.038㎡ ） 

     ｂ.主要構造・階数（ 木造 1階建） 

     ｃ.施設の用途  （ 商業施設 ） 

       

（３）改修工事内容 

a.施設南側約20㎡増築 

 

  （４）概算予算額  81万円（税込）以内 
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設計委託業務特記仕様書 

（設計業務） 

Ⅰ 業務概要 

 

  １．実施設計委託業務概要 

       受託者は、委託者の指示に従い、地場産品直販所の改修に係る必要かつ十分な実施設計

に関する設計図書の作成と各種申請に関する手続きの実施を行う。 

 

  ２．設計図書のまとめ方 

     設計は、原則として下記によるものとする。（変更もありうる。） 

（１）建築工事（地場産品直販所南側約20㎡増築） 

（２）電気設備工事（増築に伴う改修工事） 

（３）その他関係工事 

 

３．その他 

     地場産品直販所（かっぱ市）増築工事設計委託業務及び基本設計図書によるもののほか、

設計条件及び追加委託業務については次のとおりとする。 

（１）「建設工事にかかる資材の再資源化等に関する法律」を適用する。 

（２）メンテナンスが行い易い形状、施設とすること。 

（３）最新積算単価の根拠資料の整備。 

建設工事の入札時期に合わせて対応すること。 

     

 

Ⅱ 業務仕様 

      特記仕様書に記載されていない事項は、「公共建築設計業務委託共通仕様書」（国土交通省大

臣官房官庁営繕部監修）による。 

  １．特記仕様書の適用 

特記仕様書に記載された特記事項の中で、・印の付いたものは、○印の付いたものを適

用する。 

 

  ２．管理技術者の資格要件 

       管理技術者の資格要件は次による。 

        ○・建築士法（昭和２５年法律第２０２号）による一級建築士 

 

  ３．設計業務の範囲 

      （１）一般業務 

        実施設計 

        ○・建築（意匠）実施設計 

        ・建築（構造）実施設計 

        ○・電気設備実施設計 

・機械設備実施設計 
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      （２）追加業務 

        ・不同沈下・液状化・基礎構造の検討資料の作成 

        ・住宅性能評価業務及び省エネルギー規制措置の届出業務 

        ○・建築積算業務   積算数量算出書の作成 

                  積算数量調書の作成 

                  複合単価作成等資料 

                  複合単価（代価表・別紙明細書を含む）等の作成 

                  見積徴収及び見積一覧並びに見積検討資料等の作成 

        ○・電気設備積算業務 （建築積算業務に準ずる） 

        ・機械設備積算業務 （建築積算業務に準ずる） 

        ・構造方法、工法等、検討業務 

        ・確認申請等各種申請手続き業務及び構造計算適合判定等 

        ○・建設副産物対策に関するリサイクル計画について 

         設計にあたって建設副産物対策（発生の抑制、再利用の促進、適正処理の徹底）

についての検討を行い設計に反映させるものとする。 

・透視図、概略工事工程表の作成 

    . ○・最新積算単価の根拠資料の整備。 

.令和7年度9月頃：建設工事の入札時期に合わせて対応すること。 

  

 

   ４．設計業務の実施 

（１）一般事項 

ａ．実施設計業務は、提示された設計与条件、基本設計図書及び適用基準等 

によって行う。 

ｂ．積算業務は、担当職員の承諾を受けた実施設計図書及び適用基準等によって

行う。 

ｃ．受託者は設計業務を実施するため、関係官公庁等に諸手続きが必要な場合は、

速やかに行う。 

（２）打ち合わせ及び記録 

    打ち合わせは次の時期に行う。 

         ａ．業務着手から完了までの間、平面計画・仕上げ等主要部分の立案時、及び担

当職員又は管理技術者が必要と認めた時 

 ｂ．全ての設計与条件について、その取扱いについて決定した事項を記録するこ

と。 

 ｃ．その他 

（３）適用基準等 

   特記なき場合は、国土交通省大臣官房官庁営繕部が制定又は監修したものと

し、基準は全て最新版に記載されたものを採用するものとする。 

ａ．共通 

  ○・建築基準法 

  ○・高知県ひとにやさしいまちづくり条例 

 ○・消防法 
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ｂ．建築 

○・建築設計基準 

○・建築構造設計基準・資料 

○・構内舗装・排水設計基準・資料 

○・建築工事標準詳細図 

○・公共建築工事標準仕様書（建築工事編） 

○・敷地調査共通仕様書 

○・建築工事設計図書作成基準 

ｃ．設備 

○・建築設備計画基準 

○・建築設備設計基準 

○・公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編） 

○・公共建築設備工事標準図（電気設備工事編） 

○・公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編） 

○・公共建築設備工事標準図（機械設備工事編） 

○・建築設備設計計算書作成の手引 

○・公共建築設備数量積算基準 

○・公共建築工事内訳書標準書式（設備工事編） 

ｄ．建築設備積算 

○・公共建築工事積算基準 

○・公共建築工事標準単価積算基準 

○・公共建築数量積算基準 

○・公共建築工事共通費積算基準 

○・公共建築工事内訳書標準書式（建築工事編） 

 

（４）成果物の提出場所  （  芸西村 企画振興課  ） 

（５）成果物の扱いについて 

提出されたＣＡＤデータについては、当該施設に係る工事の請負業者に貸与し、

当該工事における施工図の作成、当該施設の完成図の作成及び完成後の維持管理

に使用することがある。 

（６）その他 

   会計検査の際は、責任を持って対応することとし、積算根拠等について十分に精

査しておくこと。 
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５.成果物（変更もありうる） 

成 果 物 縮 尺 摘 要 

設
計
業
務 

 
 

 
 

 
 

 

一 

般 

業 

務
（ 

意 

匠 

） 

○・  表紙・図面目録   

○・  仕様書   

○・  仕様概要書   

○・  案内図   

・ 仕上表   

・ 面積表及び求積図   

・ 採光・換気計算書   

○・  配置図   

○・  平面図   

○・  屋根伏図   

・ 断面図   

○・  立面図（各面）   

・ 矩形図（主要部詳細）   

・ 展開図   

・ 天井伏図   

・ 平面詳細図   

○・  部分詳細図   

・ 建具配置図   

・ 建具表   

・ 外構図   

・ 日影図   

・ 建築確認申請図面   

一 

般 

業 

務
（
構 

造
） 

・ 構造設計図   

 （ア）伏図   

 （イ）軸組図   

 （ウ）各部断面図   

 （エ）標準詳細図   

 （オ）各部詳細図   

・ 構造計算書   

・ 仕様書   

追
加
業
務 

○・  建築工事積算数量算出書  拾い書 

○・  建築工事積算数量調書  内訳書 

○・  建築工事費内訳明細書   

○・  見積収集、単価作成資料  複合単価作成・見積資料 

○・  概略工事工程表   

○・  各種技術資料  検討資料 

・ 構造方法、工法検討書   

（注）その他必要と思われる設計図書については、担当職員と協議のうえ決定する。 
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成 果 物 縮 尺 摘 要 

電 
 

 
 

気 
 

 
 

設 
 

 
 

備 

一 
 

 

般 
 

 

業 
 

 

務 

○・  仕様書   

○・  案内図   

○・  配置図   

・ 電灯盤結線図   

○・  照明器具姿図   

・ 幹線設備・動力設備系統図  （その他盤仕様） 

○・  電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備図（改修部）   

○・  幹線設備・動力設備（改修部）   

・ 弱電設備系統図   

○・  弱電設備図（改修部）   

・ 確認申請図  消防関係含む 

・ 各種計算書  建築設備計算書作成手引き参照 

○・  各種技術資料   

追 

加 

業 

務 

○・  電気設備工事積算数量算出書  拾い書 

○・  電気設備工事積算数量調書  内訳書 

○・  電気設備工事費内訳明細書   

○・  見積収集、単価作成資料  複合単価作成・見積資料 

○・  各種技術資料  検討資料 

・ 構造方法、工法検討書   

（注）その他必要と思われる設計図書については、担当職員と協議のうえ決定する。 
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６．提出部数 

成  果  物 部数 摘     要 

ａ．設計図書   

 
○・ＣＡＤデータ 

（CAD使用の場合に限る） 
1 

原則としてCD-Rで提出する。 

データ形式は、ＪＷＷ形式・ＰＤＦに変換したもの2種類に

分けて作成したもの 
 

・施工伺用 0 
図面をA4判に紐綴じし、裏表紙、背表紙 

を付け製本したもの。 

・Ａ３判（２つ折り製本） ０ Ａ２版図面の場合 

○・Ａ４版（２つ折り縮小製本） 2 
 

・構造計算書 0 
 

・確認申請書 

及び関連書類の控え 
0 電子データ共 

ｂ．その他   

 
○・各種計算書 1 電気設備、機械設備関係 

・構造方法、工法検討書 1 
 

ｃ．資料   

 
○・工事積算数量算出書 1 

 

○・工事積算数量調書 

（内訳明細書） 
1 （内訳明細書）電子データ共 

○・各種技術資料 1 
 

・不同沈下等に関する資料 
必要 

部数 
 

○・議会・住民説明会等資料 
必要 

部数 
 

（注）その他必要と思われる成果物については、担当職員と協議のうえ決定する。
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別記 

個人情報取扱特記事項 
 
（基本的事項） 
第１ 乙は、個人情報（個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができると
認められるもの。以下同じ）の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっ
ては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければ
ならない。 
 
（秘密の保持） 
第２ 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。こ
の契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 
 
（収集の制限） 
第３ 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的
を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなけれ
ばならない。 
 
（適正管理） 
第４ 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報について、漏えい、減失及びき
損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 
 
（目的外利用及び提供の禁止） 
第５ 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に関して知り得た個
人情報を、契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 
 
（複写又は複製の禁止） 
第６ 乙は、甲の承諾があるときを除き、この契約による業務を行うため甲から提供を受け
た個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 
 
（再委託の禁止） 
第７ 乙は、甲が承諾したときを除き、この契約による個人情報を取り扱う業務については、
自ら行い、第三者に委託してはならない。 
 
（資料等の返還） 
第８ 乙は、この契約による業務を行うため甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若し
くは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、又は引
き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときはその指示に従うものとする。 
 
（従事者への通知） 
第９ 乙は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においても
当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は目的以外に使用してはな
らないこと等、個人情報の保護に関し必要な事項を周知させなければならない。 
 
（調査） 
第１０ 甲は、乙がこの契約による業務を行うに当たり、取り扱っている個人情報の状況に
ついて、随時調査することができる。 
 
（事故報告） 
第１１ 乙は、この業務に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったとき
は、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。 
 
 
注１ 「甲」は委託者である芸西村（実施機関）を「乙」は受託者を指す。 
 ２ 委託等の内容にあわせて、適宜必要な事項を追加し、また不要な事項を削除すること
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ができる。 


